
   

  
作業内容 

年     度 

  Ｈ24      Ｈ25       Ｈ26      Ｈ27    H28～ 

【ＳＴＥＰ１】 施設毎の現状の分析と評価 

【ＳＴＥＰ２】 用途別の適正化方針の策定 

【ＳＴＥＰ３】 地区別計画の策定 

【ＳＴＥＰ４】 施設別計画の策定 

【ＳＴＥＰ５】 地区別計画と施設別計画の推進 

   

  

第１章 はじめに ～計画策定の背景とその意義～ 

長崎市公共施設マネジメント基本計画の概要 
第４章 マネジメント基本指針 

第２章 公共施設を取り巻く環境の変化への対応 

第３章 公共施設マネジメントの目的 

       １ 人口の減少  ２ 施設の老朽化  ３ 厳しい財政状況 
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 全市的・経営的な視点から効果的かつ効率的な施設の管理運営を推進する取組みとして        

「公共施設マネジメント」を実践することで、公共施設が抱える諸課題に対応する。 

 

意義 

≪公共施設が抱える課題≫ 

1   市民ニーズの多様化への対応                           ４  経営資産としての転換の必要性 

２  大量更新への備え                                                 ５  厳しい財政状況への対応 

３ 配置バランスの変化への対応 

公共施設を大切な資産としてとらえ、１㎡も無駄にしない 
基
本
理
念 

基
本
目
標 

 

市民がより多く利用している

公共施設へ 

Ⅰ  

適正な配置と規模で設置して

いる公共施設へ 

Ⅱ  

効率的・効果的に管理運営し

ている公共施設へ 

Ⅲ 

１ 基本理念と基本目標（公共施設の目指すべき姿） 

   

 この基本計画は、すべての公共施設で 

マネジメントを行うに当たっての基本的 

な推進方針を示す計画であり、公共施設 

マネジメントにおける最上位計画と位置 

付ける。 

長崎市公共施設マネジメント基本計画 

長崎市公共施設マネジメント実施計画 

２ 基本計画の位置付け 

 

  

３ 「公共施設」の定義  

施設別計画 地区別計画 

長崎市第四次総合計画 
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                         方
針 

市民の利用度・満足度
の向上 

多様化する社会的ニー
ズへの対応 

計画的な保全・整備 保守管理の効率化 

安全・安心の確保 財政負担の平準化 

自主財源の確保 
財産情報の充実と 
活用 
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市
的
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市民・民間事業者との
連携・協力 

保有資産の適量化と  
施設の再配置 

未利用資産の利活用の
推進 

他の施設との連携 

基本理念・基本目標 
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第５章 おわりに  ～基本計画の実現に向けて～ 

１ 公共施設マネジメントの進め方  

２ マネジメント推進体制  

統
括
部
門 

技術・営繕担当部署 

財政担当部署 

財産管理担当部署 

実
施
部
門 

所管部局 

指導・支援 

連携・協力 

背景 

マネジメント実施部門 

【調  査】Research 

 個別施設の評価 

【計  画】Planning 

 個別的な計画の策定 

【実  行】Practice 

 計画に基づくマネジメントの実践 

【検  証】Review 

 各計画の効果の検証 

マネジメント統括部門 

【調  査】Research 

 公共施設白書の作成 

【計  画】Planning 

 全市的な計画・方針の策定 

【実  行】Practice 

 実施部門への指示・進行管理 

【検  証】Review 

 マネジメント効果の検証 

公共施設マネジメント推進会議 

マネジメント推進

専任部署 

   この基本計画における、「公共施設」とは、建物や「公の施設」などいわゆる公共施設だけでは 

なく、「普通財産」も含めて所有するすべての不動産（土地・建物）と借り上げて公用または    

公共用に供する不動産（ただし、企業会計の財産と山林等を除く。）とする。 


